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はじめに 

 教育基本法が、およそ 60年ぶり 2006年（平成 18年）に全面改正された。このとき文部科学

省はこのたびの改正について、「教育の目的及び理念並びに教育の実施に関する基本を定めると

ともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにするもの」という文言を記した通知文を発した。

ここに、公教育の本質的な概念、「国及び地方公共団体の責務を明らかにする」教育のありよう

が示されているのである。そしてその内容として、具体的には改正教育基本法「前文」及び「第

１章 教育の目的及び理念」、なかでも教育の目的及び教育の目標として五項目に集約されてい

る。 

 公教育は、周知のとおり、宗教改革、市民革命、産業革命など社会変革を契機とする近代市民

社会の成立を前提とする。この公教育思想を体系としてまとめたのがコンドルセであるが、この

コンドルセの公教育思想が近代にはじまる日本の公教育において如何なる意味を有するのか、

このことが本論文の主題のひとつである。すなわち、明治にはじまる近代日本の教育は、その本

質において国家主導によるものであることは否めない。そもそも日本の近代化が、西洋市民社会

の成立をみることなく国家権力によって是非もなくすすめられる。そこで民衆は、国家あるいは

民衆から超絶しかつ神格化された権力としての天皇に従属する臣民として位置付けられる。そ

れ故、民衆は西洋市民社会成立にみる市民としての主体性を有することなく、天皇制国家によっ

て与えられる自由や権利を享受する存在である臣民として規定されるのである。したがって、近

代にはじまる日本の教育は、教育と国家の問題、公教育の問題を常に包含するものであると考え

られるのである。 

 現代の国家は、市民革命を経て基本的には平等な原理に基づき、原則としてあらゆる階層を含

む国民全体をその構成とする国民国家のことを意味すると考えられるが、しかしこの解釈もヨ

ーロッパにおけるフランスやドイツにおいてはそれぞれに異なる様相を呈する。また、この国民

国家の形態は、ナショナリズムの問題とも関連があると考えられる。つまり、国民国家を新たに

成立させるため、そして国民統合をめざすべく学校教育制度を構築することが国家にとっての

必須の事業となる。ここに、国民教育という表現が生まれてくるのである。近代国家における社

会のありようは、その秩序維持が武ではなく文によるものであるとされるが、一面においてはこ

の文治政策が国民としての一体感を醸し出すことになる。そして、特に近代日本においては尚更

国家の正統性を主張することになり、国民国家の意識がナショナリズムという概念を生み出す

契機となるのである。 

 一方、国民教育のありようは、その国家の成立過程により異なる。国民教育は、本質的には市

民革命つまり資本主義興隆期の中産生産者層による革命と関連を有しながら展開し、彼らは自

らの生き方に資する教育または独立自尊を可能ならしめる人間形成を求める。しかし、資本主義

の形成に遅れたドイツと西洋近代化を只管めざす日本は、国民性の形成に着目することになる。

特に、国民性を國體という言葉にて表現し、まさに國體に基づく人間性の陶冶をめざすことが近

代日本の国民教育のありようであった。それは、1879 年（明治 12 年）「教学大旨」をその契機

とし、1890 年（明治 23 年）「教育ニ関スル勅語」の成立を経て臣民教育なるものがすすめられ

ていくことになる。その後さらに、明治後期に「國民道德」という表現が用いられ、日本人の国

民性の特徴が明浄正直にあり敬神崇祖の精神をその道徳の根本理念とし、國體に則り肇國の精

神を奉體することが中心課題となる。このことは、まさに国民教化の問題であり、その具体化で

ある徳育の問題であると考えられるのである。 

 この近代日本における国民教化の問題と徳育のありようは、まさに現代に至るまでの近代日

本の公教育形成における最も基本的な問題である。本研究は、この問題を国教樹立と「教育ニ関

スル勅語」の擬似宗教化の問題を手がかりに、近代日本における教育と宗教のかかわりの視座よ

り明らかにすることを試みるものである。 
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